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第１  監査の概要 

 

１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく監査、並び

に蓮田白岡衛生組合監査基準第２条に基づく監査 

 

２ 監査のテーマ 

ガラス類及びペットボトルの処理について 

 

３ 監査の目的 

   一般廃棄廃棄物の処理責任は廃棄物処理法第６条の２の規定により市町村に

あり、蓮田白岡衛生組合（以下「組合」という。）では、同法施行令第４条の規

定に基づき、ガラス類及びペットボトルの処理を白岡市及び久喜市に所在する

民間事業者に委託している。 

   組合が業務委託している内容、契約方法について、関係法令等に基づき適切

に処理されているか検証するとともに、予算の執行は計画的かつ効果的に行わ

れているか、最少の経費で最大の効果を上げているか、事務の効率化が図られ

ているかに着眼し、監査を実施した。 

 

４ 監査の対象及び範囲 

令和２年度から令和４年度のガラス類及びペットボトルの処理に係る業務委

託及びペットボトル売却に係る事務書類並びに中間処理状況の現地確認 

 

５ 監査の期間 

   監査期間  令和６年１月１７日（水）～令和６年１月２３日（火） 

   監 査 日  令和６年１月２３日（火） 

 

６ 監査の項目及び着眼点 

  （１）契約事務は関係法規に従い適切に実施されているか 

（２）蓮田白岡衛生組合一般廃棄物処理実施計画との整合性はとれているか 

（３）ガラス類及びペットボトルの保管並びに中間処理並びに資源化が適正に

実施されているか 

（４）ペットボトルの売却事務は適切に実施されているか 

  （５）予算の執行状況は適切か 

 

７ 監査の方法 

担当課から契約状況等に係る関係書類の提出を求め、監査するとともに、所 

属長からのヒアリング及び現場確認を実施した。 



第２ 監査の結果  

１ 監査対象 

施設管理課で所掌するガラス類及びペットボトルの処理に関することのうち、

令和２年度から令和４年度までの実施分及び付随する事務を調査対象とした。 

 

２ ガラス類及びペットボトルの処理の概要 

   昭和 35年 10月に蓮田白岡衛生組合が設立され、設立当初はし尿の収集のみで

あったが、昭和 42 年からごみの収集を開始し、昭和 55 年には、①「可燃物」、

②「鉄・プラスチック」、③「ガラス・セトモノ」の三種類分別となり、平成７年

には、ガラスの収集日に併せてペットボトルの収集を開始した。 

時代の変化に伴い資源としてのペットボトルの需要が高まり、ガラスとペット

ボトルの混合収集では、ペットボトルに傷が付くなどして、資源としての品質の

向上が図れないことから、平成 24 年 10 月からペットボトルのネット収集を開始

し、現在に至っている。 

ネット収集へ変更したことにより、資源としてのペットボトルの品質が格段に

向上し、ペットボトルの売却益は組合の貴重な財源となっている。 

また、ガラス類については、古くから、ビール瓶などはデポジット制度による

店頭回収によりリサイクルされていたが、組合の収集は、パッカー車で行ってい

るため、収集の途中で大部分のガラスびんが割れてしまうことから、リサイクル

には適さず、リサイクル率は低迷していた。 

そのような中で、千葉県銚子市に割れたガラスでも造粒砂に資源化している施

設があり、委託費用も安価なことから、現在は、ガラス類の 8 割ほどの処理を委

託するなど、組合では、処理経費の削減及び資源化率の向上に資するため、ガラ

ス類及びペットボトルの処理について、容器包装リサイクル協会ルートと組合独

自処理ルートを併用して処理している特徴がある。 

  

３ ガラス類処分業務委託の状況 

 （１）業務委託の内容 

  ガラス類の処理は、その全量を民間の処理施設に中間処理を委託し資源化を行っ

ており、容器包装リサイクル法に基づく資源化と組合独自に資源化を行う２件の契

約となっている。 

  また、いずれの契約も地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づく随

意契約である。 

  なお、契約の状況は、次頁のとおりである。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

※以下、この項において、件名は①、②と表記する。 

   なお、各年度における契約単価及び委託金額は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）ガラス類の搬入方法 

  ①は、収集業者が蓮田市内の南新宿・西城・城・椿山・黒浜（宇都宮線西側）地

区から収集したガラス類を組合地内のストックヤードに一時保管し、受託者が（株）

ウィズウェイストジャパン清久工場へ運搬している。 

②は、収集業者が蓮田市内の南新宿・西新宿・西城・城・椿山・黒浜（宇都宮線

西側）地区以外から収集したガラス類を（株）トモノ白岡工場へ直接搬入している。 

なお、処分委託数量（搬入量）は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件名 委託者 所在地 

①ガラス類運搬処分業務委託 

（独自処理・指定法人） 
（株）ウィズウェイストジャパン 

さいたま市大宮区大成町 

2-224-1 

②ガラス類処分業務委託 

（独自処理） 
（株）トモノ 白岡事業所 白岡市篠津 854-1 

年度 

① ② 

1t 当たりの委託
単価（税抜き） 

委託金額 
1t 当たりの委託
単価（税抜き） 

委託金額 

令和２年度 49,000 円 11,009,614 円 30,000 円 26,992,350 円 

令和３年度 49,000 円 9,466,457 円 30,000 円 24,641,100 円 

令和４年度 49,000 円 8,196,573 円 33,000 円 25,389,672 円 
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 （３）資源化の方法 

①は、搬入されたガラス類について、手選別により、白色（無色）、茶色、その他

の色に分別したのち、容器包装リサイクル協会に引き渡し、瓶の原材料として資源

化しているほか、割れて色選別できないガラス類は、千葉県銚子市のリサイクル施

設に運搬し、造粒砂として資源化している。 

②は、（株）トモノ白岡工場で缶やビニールなどの異物を取り除き、千葉県銚子市

のリサイクル施設に運搬し、造粒砂に資源化している。 

なお、資源化量及びリサイクル率は以下のとおりである。 
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 （４）残渣物の処理 

  ①は、受託者所有の最終処分場（新草津ウェイストパーク・群馬県吾妻郡草津町

大字前口字井堀 140番外 106筆）で、埋め立て処分を行っている。 

  ②は、受託者が組合に返却し、可燃物は焼却処理、不燃物は破砕処理を行ったの

ち、埼玉県の広域埋立最終処分場である「埼玉県環境整備センター」で埋立処分を

行っている。 

  残渣物の発生量は、以下のとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ペットボトル処分業務委託の状況 

 （１）業務委託の内容 

  ペットボトルの処理は、ガラス類と同様にその全量を民間の処理施設に中間処理

を委託し資源化を行っており、容器包装リサイクル法に基づく資源化と組合独自に

資源化を行う２件の契約となっている。 

  また、いずれの契約も地方法自治法施行令１６７条の２第１項第２号に基づく随

意契約である。 

※以下、この項において、件名は③、④と表記する。 

 なお、各年度における契約単価及び委託金額は以下のとおりである。 

 

件名 委託者 所在地 

③ペットボトル運搬処分業務委託

（指定法人） 
（株）ウィズウェイストジャパン 

さいたま市大宮区大成町 

2-224-1 

④ペットボトル処分業務委託 

（独自処理） 
（株）トモノ 白岡事業所 白岡市篠津 854-1 

年度 

③ ④ 

1t 当たりの委託
単価（税抜き） 

委託金額 
1t 当たりの委託
単価（税抜き） 

委託金額 

令和２年度 39,800 円 6,500,011 円 38,000 円 7,524,000 円 

令和３年度 39,800 円 6,912,857 円 38,000 円 6,479,000 円 

令和４年度 42,500 円 7,003,045 円 38,500 円 5,759,000 円 
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 （２）ペットボトルの搬入方法 

  ③は、蓮田市内全域から収集したペットボトルを組合地内のストックヤードに一

時保管し、受託者が（株）ウィズウェイストジャパン清久工場へ運搬している。 

④は、収集業者が白岡市内全域から収集したペットボトルを（株）トモノ白岡工

場へ直接搬入している。 

なお、処分委託数量（搬入量）は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）資源化の方法 

③は、（株）ウイズウェイストジャパン清久工場でビニールなどの異物を取り除

き、ベールに梱包・保管を行ったのち、容器包装リサイクル協会の入札で決定した

再商品化事業者へ引き渡し、フレークやペレットなどの再生 PET原料を製造（再商

品化）している。 

④は、（株）トモノ白岡工場でビニールなどの異物を取り除き、蓮田白岡衛生組合

の入札で決定した事業者に引き渡し、フレークに加工したのち、繊維や容器類、ペ

ットボトルなどへリサイクルしている。 

なお、資源化量及びリサイクル率は以下のとおりである。 
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 （４）残渣物の処理 

  ③は、受託者所有の最終処分場（新草津ウェイストパーク・群馬県吾妻郡草津町

大字前口字井堀 140番外 106筆）で、埋め立て処分を行っている。 

  ④は、受託者が組合に返却し、可燃物は焼却処理、不燃物は破砕処理を行ったの

ち、埼玉県の広域埋立最終処分場の「埼玉県環境整備センター」で埋め立て処理を

行っている。 

  残渣物の発生量は、以下のとおりである。 
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５ 事前協議の状況 

一般廃棄物の処理を行政区域外で実施する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第３項の規定により、一般廃棄物の発

生市町村から他市町村の中間処理施設で処分を委託する場合は、市町村間の一般廃

棄物処理実施計画と調和を保つ必要があることから、事前協議を行うこととなる。 

このため、久喜市の中間処理施設で処理するガラス類及びペットボトルについて

は、事前協議及び実績報告を行っている。 

事前協議の実施状況は、以下のとおりである。 

 

 

６ 成果品の売却状況 

 （１）売却業務の内容 

  ペットボトルの売却について、（株）ウイズウェイストジャパンで中間処理を行

い圧縮梱包されたペットボトルベールは、容器包装リサイクル協会において入札を

実施している。 

一方、（株）トモノ白岡事業所で中間処理したペットボトルベールは組合において

指名競争入札を実施している。 

なお、入札は価格変動を考慮し上半期と下半期に分けて指名競争入札を実施し、

契約の相手方を決定している。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの影響により、売却単価は令和２年度

下半期から令和３年度上半期にかけて下落したが、同年下半期からは上昇に転じて

いる。 

なお、売却単価等の推移は次頁のとおりである。 

 

廃棄物の種類 ガラス類 

協議団体 久喜宮代衛生組合 

年  度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

協 議 日 R2.2.7 R3.1.26 R4.1.26 

合 意 日 R2.2.26 R3.2.26 R4.2.15 

協議数量（ｔ） 209 213 178 

報告数量（ｔ） 204.26 175.63 152.07 

廃棄物の種類 ペットボトル 

協議団体 久喜宮代衛生組合 

年  度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

協 議 日 R2.2.7 R3.1.26 R4.1.26 

合 意 日 R2.2.26 R3.2.26 R4.2.15 

協議数量（ｔ） 150 150 150 

報告数量（ｔ） 148.47 157.9 159.96 



 

 

 

 

※ ■指定法人は（株）ウィズウェイストジャパン 

●独自処理は（株）トモノ白岡工場 
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第３ むすび 

当組合では、市民から排出されたガラス類及びペットボトルについては、民間処

理施設に委託して中間処理を行い、その後再商品化事業者に引き渡し資源化してい

る。 

ガラス類については、以前は、割れたガラスはリサイクルできないため埋立処分

していたが、割れたガラスでもリサイクルできる事業者と独自に業務委託契約を結

ぶことによりリサイクル率の向上を図っている。 

ペットボトルについても、民間処理施設で不純物を取り除き圧縮・梱包したのち

再商品化事業者に引き渡し資源化しており、リサイクル率は９０％を超えている。 

また、ガラス類、ペットボトルともに２事業者と業務委託契約を結ぶことにより

経費の削減を図るとともに、ペットボトルについては２ルートで売却することによ

り売却益の確保に努めている。 

今回、ガラス類及びペットボトルの処理について監査を行ったが、契約事務、予

算執行は関係法令に基づき適正に処理されていた。 

また、廃棄物処理事務に関しては上記のような工夫改善も見られたところである。 

以下、いくつかの提言・要望を述べ、監査結果のむすびとする。 

 

【提言・要望事項】 

１ 契約の在り方について 

令和２年度から令和４年度までに締結した合計１２件のガラス類及びペットボ

トルの処分業務委託について、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規

定に基づく一者随意契約を締結していた。 

委託金額については、他市町の状況を調査するなど適正価格の担保に努めている

点は見受けられるが、競争性を確保し、売却益の最大化を図り、市民負担の軽減を

図る観点からも新たな委託先候補の確保などについても調査・検討されたい。 

     

２ 広報・周知活動について 

ガラス類及びペットボトルの単独収集からネットによるペットボトルの単独収

集に変更したことに伴い、ペットボトルベールの品質が向上したことにより、売却

収入が増加した。これは蓮田・白岡市民の協力の賜物であることを再認識し、市民

の分別への協力が成果を生んでいることを広報活動などを通じて、市民に周知する

ことを望むものである。 

 

３ 歳入予算の適切な執行について 

令和４年度のペットボトル売却収入については、予算現額 6,450,000円に対して

決算額 11,693,819円となっていた。 

容器包装リサイクル協会からの有償入札拠出金の額が明らかになるのが年度末

近くになるという事情もあるが、貴重な財源の活用を図るためにも適宜、補正措置

を行うなどの予算執行を望むものである。 
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１ 容器包装リサイクル法及び事業の概要 

(1)容器包装リサイクル法の概要 

容器包装リサイクル法は、家庭から排出されるごみの重量の約２～３割、容

積で約６割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃

棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成７年６月に制

定され、平成９年４月から本格施行された法律です。 

この法律は、市町村のみが全面的に容器包装廃棄物の処理の責任を担うと

いう従来の考え方を改め、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は

再商品化という新たな役割分担の下でリサイクルを推進しようとするもので

あり、平成９年４月からガラス製容器、飲料又はしょうゆを充填するための

ペットボトル、飲料用紙パック（アルミニウムが利用されているものを除

く）、等を対象として部分的に施行され、平成１２年４月からこれらの容器

包装に加えて、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装及び飲料用紙パ

ック以外の紙製容器包装を新たに対象として完全施行されました。 

法律が施行され、リサイクルの進展により、最終処分場の残余年数など一定

の改善が見られたものの、家庭から排出される一般廃棄物の排出量は横ばい

で推移し、家庭ごみに占める容器包装廃棄物の割合も多く、容器包装廃棄物

の分別収集や選別保管に伴う、市町村の負担が増加しているなどの課題を受

け、法律施行から１０年後の平成１８年に、改正容器包装リサイクル法が成

立、公布されました。 

改正法では、容器包装物の排出抑制を推進するため、事業者における排出

の抑制を促進するための措置として、レジ袋等の容器包装を多く用いる小売

業者に対し、国が定める判断の基準に基づき、容器包装の使用合理化のため

の目標の設定、容器包装の有償化、マイバッグの配布等の排出の抑制の促進

等の取組を求めたほか、ペットボトルの海外流出を防ぐため、「再商品化の

ための円滑な引渡し」を基本方針に定める事項を追加して国の方針を明らか

にしました。 

 

資 料 １



(2) ガラス類処分業務委託 

事業の目的 

 当組合にはガラス等の選別・保管する施設を設置する場所

がないため、民間に委託して処理を行っております。 

 容器包装リサイクル法では白、茶、その他の色という３種類

の色に選別・保管し、色別に資源化業者に引き渡す必要があり

ます。久喜市内の㈱ウィズウェイストジャパンには容器包装

リサイクル法に基づく中間処理を委託しています。 

 また、ガラスは割れると粉々になるという特性があり、割れ

たものを色ごとに選別することは難しいため、容器包装リサ

イクルルートとは別に組合独自の資源化ルートとして白岡市

内の㈱トモノに異物等を取り除く中間処理を委託し、千葉県

銚子市にあるガラスリソーシング㈱で建設資材にリサイクル

するという２通りの中間処理を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果 

 久喜市内の㈱ウィズウェイストジャパンで選別・保管され

ている白、茶、その他の色のガラス類は、容器包装リサイクル

協会を通じて入札を行い、色別に再商品化事業者に引き渡さ

れて資源化されています。 

白岡市内の中間処理業者で選別したガラス類は、ガラスリ

ソーシング㈱へ搬入して破砕処理を行い、 「リサイクルガラス

造粒砂」（サンドウェーブ G）として資源化されています。 

なお、㈱ウィズウェイストジャパンから生じる残渣のうち 

資源化可能なガラス片はガラスリソーシング㈱に搬入して資

源化しています。 

 容器包装リサイクル法の処理ルートと組合独自の処理ルー

トを併用することで、ガラス類の処理に係る経費と埋立処分

量を削減し、ガラス類の資源化を推進しています。 

事業の課題 

飲料用容器がペットボトルへ移行するなど、ガラス類の搬

入量は年々減少傾向となっていますが、ガラス類は再びガラ

スへリサイクル可能な資源物であることから、引き続き容器

包装リサイクル協会ルートと独自の処理ルートを併用し、適

正な資源化処理を維持していく必要があります。 

 

 



(3) ペットボトル処分業務委託 

事業の目的 

 ガラス類と同様に当組合にはペットボトルを選別・保管す

る施設を設置する場所がないため、民間に委託して処理を行

っております。 

ペットボトルの資源化に当たり、容器包装リサイクル協会

を通じて処理する場合と独自で売却した場合で独自売却し

たほうが有益な場合があることから、蓮田市分を容器包装リ

サイクル協会ルートとして㈱ウィズウェイストジャパンへ

選別、圧縮梱包等の中間処理を委託しています。 

白岡市分を独自ルートとしてトモノ㈱へ選別、圧縮梱包等

の中間処理を委託しています。 

事業の効果 

容器包装リサイクル協会分につきましては、協会にて入札

を実施して再商品化事業者に引き渡されて資源化していま

す。 

独自処理ルート分は当組合にて指名競争入札を実施して

資源化業者に引き渡して資源化しています。 

 ペットボトルについては国内における在庫状況により価

格が大きく変動する傾向があるため、容器包装リサイクル協

会と同様に年２回の入札を行い、売却益を確保しています。 

 令和２年度は独自ルートのほうが安価となりましたが、令

和３、４年度は独自ルートのほうが高額で売却することがで

きました。 

 

事業の課題 

 ペットボトルの売却単価が下落傾向にあるため、市況研究

等を行い、安定した売却益が見込まれるよう、容器包装リサ

イクル協会ルート及び独自処理ルートの併用について、長期

的な視点で慎重に検討する必要がある。 

 また、現在のペットボトルの品質は市民の皆さんの協力に

より、最上級のＡランクとなっているため、品質を低下させ

ることのないよう、分別ルール、マナーを守っていただける

よう、啓発活動を継続する必要があります。 

 



処理施設名及び所在地

廃棄物の種類 ガラス類 ペットボトル ガラス類 ペットボトル

収集量（ｔ） 840 284 861 285

直接搬入量（ｔ） 11 ― 8 ―

委託処理量（ｔ） 209 150 204.26 148.47

資源化量（ｔ） 199 149 177.58 149.74

残渣物の処理量（t） 10 1 17.59 0

処分又は再生の方法
色毎に選別後

資源化
圧縮梱包後

資源化
色毎に選別後

資源化
圧縮梱包後

資源化

処理施設名及び所在地

廃棄物の種類 ガラス類 ペットボトル ガラス類 ペットボトル

収集量（ｔ） 835 282 800 302

直接搬入量（ｔ） 11 ― 6 ―

委託処理量（ｔ） 213 150 175.63 157.9

資源化量（ｔ） 203 148 152.35 149.9

残渣物の処理量（t） 10 2 10.74 4.41

処分又は再生の方法
色毎に選別後

資源化
圧縮梱包後

資源化
色毎に選別後

資源化
圧縮梱包後

資源化

処理施設名及び所在地

廃棄物の種類 ガラス類 ペットボトル ガラス類 ペットボトル

収集量（ｔ） 831 281 768 304

直接搬入量（ｔ） 10 ― 8 ―

委託処理量（ｔ） 178 150 152.07 159.96

資源化量（ｔ） 168 149 144.11 155.57

残渣物の処理量（t） 10 1 12.94 8

処分又は再生の方法
色毎に選別後

資源化
圧縮梱包後

資源化
色毎に選別後

資源化
圧縮梱包後

資源化

２　蓮田白岡衛生組合一般廃棄物処理実施計画及び処理実績

令和２年度

計画 実績

（株）ウィズウェイストジャパン
清久リサイクルセンター

埼玉県久喜市清久町６－４

（株）ウィズウェイストジャパン
清久リサイクルセンター

埼玉県久喜市清久町６－４

令和３年度

計画 実績

（株）ウィズウェイストジャパン
清久リサイクルセンター

埼玉県久喜市清久町６－４

計画 実績

令和４年度



処理施設名及び所在地

廃棄物の種類 ガラス類 ペットボトル ガラス類 ペットボトル

収集量（ｔ） 840 284 861 285

直接搬入量（ｔ） 11 ― ― ―

委託処理量（ｔ） 698 180 817.95 131.16

資源化量（ｔ） 687 180 772.96 121

残渣物の処理量（t） 11 0 8.86 0.26

処分又は再生の方法
選別後
資源化

圧縮梱包後
資源化

選別後
資源化

圧縮梱包後
資源化

処理施設名及び所在地

廃棄物の種類 ガラス類 ペットボトル ガラス類 ペットボトル

収集量（ｔ） 835 282 800 302

直接搬入量（ｔ） 11 ― ― ―

委託処理量（ｔ） 773 155 746.70 139.04

資源化量（ｔ） 763 155 728.43 134.67

残渣物の処理量（t） 10 0 7.94 0.31

処分又は再生の方法
選別後
資源化

圧縮梱包後
資源化

選別後
資源化

圧縮梱包後
資源化

処理施設名及び所在地

廃棄物の種類 ガラス類 ペットボトル ガラス類 ペットボトル

収集量（ｔ） 831 281 768 304

直接搬入量（ｔ） 10 ― ― ―

委託処理量（ｔ） 769 136 699.44 138.86

資源化量（ｔ） 759 136 686.96 133.51

残渣物の処理量（t） 10 0 8.14 0.34

処分又は再生の方法
選別後
資源化

圧縮梱包後
資源化

選別後
資源化

圧縮梱包後
資源化

令和２年度

計画 実績

（株）トモノ　白岡工場
埼玉県白岡市篠津８５４－１

（株）トモノ　白岡工場
埼玉県白岡市篠津８５４－１

計画 実績

令和３年度

計画 実績

令和４年度

（株）トモノ　白岡工場
埼玉県白岡市篠津８５４－１



ガラス類 ペットボトル

協議団体 久喜宮代衛生組合 久喜宮代衛生組合

協議日 令和2年2月7日 令和2年2月7日

合意日 令和2年2月26日 令和2年2月26日

協議数量(t) 209 150

報告数量(t) 204.26 148.47

報告日 令和3年5月6日 令和3年5月6日

ガラス類 ペットボトル

協議団体 久喜宮代衛生組合 久喜宮代衛生組合

協議日 令和3年1月26日 令和3年1月26日

合意日 令和3年2月26日 令和3年2月26日

協議数量(t) 213 150

報告数量(t) 175.63 157.9

報告日 令和4年5月11日 令和4年5月11日

ガラス類 ペットボトル

協議団体 久喜宮代衛生組合 久喜宮代衛生組合

協議日 令和4年1月26日 令和4年1月26日

合意日 令和4年2月15日 令和4年2月15日

協議数量(t) 178 150

報告数量(t) 152.07 159.96

報告日 令和5年4月25日 令和5年4月25日

※（株）トモノ委託分は、管内処理のため事前協議を行わない。

廃棄物の種類

事
前
協
議

実
績
報
告

３　廃棄物処理法に基づく事前協議及び実績報告

事
前
協
議

令和２年度

廃棄物の種類

令和３年度

廃棄物の種類

事
前
協
議

実
績
報
告

令和４年度

実
績
報
告



(単位：円)

件名 年度 当初予算額 9月補正 12月補正 3月補正 予算現額 決算額
予算現額と

決算額の比較

2年度 14,108,000 △ 2,200,000 △ 1,900,000 10,008,000 11,159,490 1,151,490

3年度 4,838,000 6,329,000 570,000 11,737,000 12,041,378 304,378

4年度 13,545,000 1,000,000 3,808,000 3,500,000 21,853,000 27,055,517 5,202,517

（内　訳）

件名 年度 当初予算額 9月補正 12月補正 3月補正 予算現額 決算額
予算現額と

決算額の比較

2年度 8,342,400 △ 2,200,000 △ 1,900,000 4,242,400 5,037,736 795,336

3年度 2,534,400 6,329,000 570,000 9,433,400 7,174,786 △ 2,258,614

4年度 7,095,000 1,000,000 3,808,000 3,500,000 15,403,000 15,361,698 △ 41,302

2年度 5,766,300 5,766,300 6,121,754 355,454

3年度 2,304,000 2,304,000 4,866,592 2,562,592

4年度 6,450,000 6,450,000 11,693,819 5,243,819

再商品化合理化拠出金・・・想定よりもリサイクル費用が少なかった場合に、事業者側から自治体へ拠出するもの

４　予算執行及び契約の状況（歳入）

ペットボトル売却
（独自処理）

ペットボトル売却
（容リ協会有償入札拠出金・再
商品化合理化拠出金）

ペットボトル売却

有償入札拠出金・・・再生処理事業者から容リ協に支払われた再商品化受託料を、引き渡し量と落札単価に基づいて各々の自治体へ拠出するもの



件名
予定価格

（円／ﾄﾝ）
契約単価

（円／ﾄﾝ）
落札率
（％）

指名
業者数

応札
業者数

契約の相手方
引渡し量
（t）

収入額
（円）

上半期 46,000 52,000 113.04% 8 7 株式会社 天源 70.64 4,040,608

下半期 17,000 18,000 105.88% 9 6 株式会社 天源 50.36 997,128

上半期 22,800 38,000 166.67% 9 8 株式会社 天源 77.32 3,231,976

下半期 40,250 62,500 155.28% 8 7 株式会社 天源 57.35 3,942,810

上半期 60,100 93,000 154.74% 8 8 株式会社 天源 71.56 7,320,588

下半期 84,000 118,000 140.48% 7 7
遠東石塚グリーンペット
株式会社

61.95 8,041,110

件名
予定価格

（円／ﾄﾝ）
契約単価

（円／ﾄﾝ）
落札率
（％）

指名
業者数

応札
業者数

契約の相手方
引渡し量
（t）

有償入札
拠出金

上半期 ― 57,000 ― ― ―
遠東石塚グリーンペット
株式会社

80.47

下半期 ― 21,323 ― ― ― 株式会社 エフピコ 69.27

上半期 ― 23,560 ― ― ― 株式会社 エフピコ 85.90

下半期 ― 53,000 ― ― ― 株式会社魚津清掃公社 64.00

上半期 ― 65,083 ― ― ― 株式会社 エフピコ 95.60

下半期 ― 120,000 ― ― ― 株式会社魚津清掃公社 59.97

4年度

ペットボトル売却
（指定法人）

2年度

年度

ペットボトル売却
（独自処理）

4年度

3年度

2年度

3年度

6,121,754

4,866,592

11,693,819

※予定価格及び契約単価は税抜

年度



(単位：円)

件名 年度 当初予算額 9月補正 12月補正 3月補正 予算現額 決算額
予算現額と

決算額の比較

2年度 48,391,000 1,702,000 50,093,000 49,984,463 108,537

3年度 50,036,000 50,036,000 46,832,286 3,203,714

4年度 51,605,000 △ 3,500,000 48,105,000 46,393,638 1,711,362

（内　訳）

件名 年度 当初予算額 9月補正 12月補正 3月補正 予算現額 決算額 不用額

2年度 11,265,100 11,265,100 11,009,614 255,486

3年度 11,480,700 11,480,700 9,466,457 2,014,243

4年度 10,494,880 △ 1,600,000 8,894,880 8,196,573 698,307

2年度 23,034,000 1,702,000 24,736,000 26,992,350 △ 2,256,350

3年度 25,509,000 25,509,000 24,641,100 867,900

4年度 28,337,650 △ 1,900,000 26,437,650 25,389,672 1,047,978

2年度 6,567,000 6,567,000 6,500,011 66,989

3年度 6,567,000 6,567,000 6,912,857 △ 345,857

4年度 7,012,500 7,012,500 7,003,045 9,455

2年度 7,524,000 7,524,000 5,482,488 2,041,512

3年度 6,479,000 6,479,000 5,811,872 667,128

4年度 5,759,600 5,759,600 5,804,348 △ 44,748

ガラス類処分業務委託
（独自処理）

ペットボトル運搬処分業務委託
（指定法人）

ペットボトル処分業務委託
（独自処理）

５　予算執行及び契約の状況（歳出）

ガラス類・ペットボトル等処分
業務委託

ガラス類運搬処分業務委託
（独自処理・指定法人）



件名 事業内容 随意契約の理由 契約の相手方 年度
予定価格

（円／ﾄﾝ）
契約単価

（円／ﾄﾝ）
落札率
（％）

2年度 49,000 49,000 100%

3年度 49,000 49,000 100%

4年度 53,600 49,000 91%

2年度 30,000 30,000 100%

3年度 30,000 30,000 100%

4年度 33,500 33,000 99%

2年度 39,800 39,800 100%

3年度 39,800 39,800 100%

4年度 42,500 39,800 94%

2年度 38,000 38,000 100%

3年度 38,000 38,000 100%

4年度 38,500 38,000 99%

ペットボトル処分業務委託
（独自処理）

ガラス類運搬処分業務委託
（独自処理・指定法人）

ガラス類を中間処理施設へ運
搬、選別作業後、容器包装リ
サイクル協会へ引き渡して再
生処理を行うための中間処理
業務を委託する。

地方自治法施行令第167条の２
第１項第２号

株式会社ウィズウエイスト
ジャパン

ガラス類を選別作業後、再生
処理が可能な事業者へ引き渡
して再生処理を行うための中
間処理業務を委託する。

地方自治法施行令第167条の２
第１項第２号

株式会社トモノ
白岡事業所

ペットボトルを中間処理施設
へ運搬、選別作業後、容器包
装リサイクル協会へ引き渡し
て再生処理を行うための中間
処理業務を委託する。

地方自治法施行令第167条の２
第１項第２号

ガラス類処分業務委託
（独自処理）

ペットボトル運搬処分業務委託
（指定法人）

株式会社ウィズウエイスト
ジャパン

ペットボトルを選別作業後、
再生処理が可能な事業者へ引
き渡して再生処理を行うため
の中間処理業務を委託する。

地方自治法施行令第167条の２
第１項第２号

株式会社トモノ
白岡事業所

※予定価格及び契約単価は税抜



（株）トモノ （株）トモノ （株）ウィズウェイストジャパン

株式会社トモノ 白岡事業所 株式会社トモノ 白岡事業所
株式会社ウィズウェイストジャパン
清久工場

蓮田市内の
南新宿、西新宿、西城、城、椿
山、黒浜（宇都宮線西側）を除
く地区及び白岡市内全域から収
集したガラス類を収集業者が中
間処分先に直接搬入する。

白岡市内全域から収集したペット
ボトルを収集業者が中間処分先に
直接搬入する。

蓮田市内全域から収集したペット
ボトルを月に１回のペースで委託
業者が中間処分先に運搬する。

R2 817.95 131.16 148.47

R3 746.70 139.04 157.90

R4 699.44 138.86 159.96

R2 30,000 38,000 39,800

R3 30,000 38,000 39,800

R4 33,000 38,000 39,800

R2 26,992,350 5,482,488 6,500,011

R3 24,641,100 5,811,872 6,912,857

R4 25,389,672 5,804,348 7,003,045

中間処分先 株式会社ウィズウェイストジャパン清久工場

搬出方法

蓮田市内の
南新宿、西新宿、西城、城、椿山、黒浜（宇都宮線
西側）地区から収集したガラス類をストックヤード
で保管し、月に２回のペースで委託業者が中間処分
先に運搬する。

処分委託
数量
(t)

204.26

175.63

152.07

委託金額
（単価）
(t/円)

49,000

49,000

49,000

委託金額
（総額）

(円)

６　業務委託の内容等

項目
ガラス ペットボトル

（株）ウィズウェイストジャパン

11,009,614

9,466,457

8,196,573



（株）トモノ （株）トモノ （株）ウィズウェイストジャパン

収集日の夕方までにメールで報告 収集日の夕方までにメールで報告 引取日の夕方までにFAXで報告

月報と計量票及び日報との付け合
わせによる確認

月報と計量票及び日報との付け合わ
せによる確認

月報と計量票及び日報との付け合わ
せによる確認

ガラス類・陶磁器等を破砕処理
し、土木資材である「リサイク
ルガラス造粒砂」（サンド
ウェーブG）へリサイクルを行
う。

当組合での入札で決定した事業者
へ引き渡し、フレークに加工した
後、繊維や容器類、ペットボトル
などへリサイクルを行う。

容器包装リサイクル協会の入札で
決定した再商品化事業者へ引き渡
し、フレーク、ペレットに加工し
てリサイクルを行う。

白　　  　　 4,300円/t

茶     　　  5,900円/t

その他の色  13,700円/t

白　　 　　  4,600円/t

茶    　　   6,400円/t

その他の色  17,500円/t

白　　　     5,100円/t

茶　　　     7,200円/t

その他の色　23,600円/t

令和２年度(白・茶)（株）ウィズウェイストジャパン 令和２年度上半期　㈱天源 遠東石塚グリーンペット㈱

(その他の色) ガラスリソーシング（株） 　　　　　下半期　㈱天源 ㈱エフピコ

令和３年度(白・茶)（株）ウィズウェイストジャパン 令和３年度上半期　㈱天源 ㈱エフピコ

(その他の色) ガラスリソーシング（株） 　　　　　下半期　㈱天源 ㈱魚津清掃公社

令和４年度(白・茶)（株）ウィズウェイストジャパン 令和４年度上半期　㈱天源 ㈱エフピコ

(その他の色) ガラスリソーシング（株） 下半期　遠東石塚グリーンペット㈱ ㈱魚津清掃公社

項目
ガラス ペットボトル

（株）ウィズウェイストジャパン

搬出量の
確認方法

引取日の夕方までにFAXで報告

処分委託数量の
確認方法

月報と計量票及び日報との付け合わせによる確認

リサイクル
の方法

白・茶・その他のガラスに手選別を行い、容器包装
リサイクル協会による入札で決定した再商品化事業
者へ予定数量に基づいて引き渡し、ビンの原材料と
してリサイクルを行う。
色分けできないガラス類は、破砕処理し、土木資材
である「リサイクルガラス造粒砂」（サンドウェー
ブG）へリサイクルを行う。

成果品の
売却・処分 ―

令和２年度

当組合での入札 容器包装リサイクル協会での入札令和３年度

令和４年度

処分先
売却先 ―



（株）トモノ （株）トモノ （株）ウィズウェイストジャパン

委託業者が月に２回の頻度で残
渣を持ち込み、可燃物は焼却処
分、不燃物は破砕処理を行う。

委託業者が月に２回の頻度で残渣
を持ち込み、ペットボトルキャッ
プは当組合保管分と合わせて売却
し、可燃物は焼却処分、不燃物は
破砕処理を行う。

委託業者所有の最終処分場（新草
津ウェイストパーク）で埋立処分
を行う。

R2 8.86 0.26 0

R3 7.94 0.31 4.41

R4 8.14 0.34 8

R2 94.5 92.3 100.9

R3 97.6 96.9 94.9

R4 98.2 96.1 97.3

独自処理ルートと同様にガラス造粒砂にリサイク
ル。委託業者所有の最終処分場（新草津ウェイスト
パーク）で埋立処分を行う。

17.59

10.74

項目

ペットボトル

成果品の
引渡し量
（ｔ）

R2 772.96 121 149.74

R3 728.43

（株）ウィズウェイストジャパン

ガラス

指定法人（白・茶・その他の色）               41.21　　　

独自処理　　　　　　　　　　　              136.37　

指定法人（白・茶・その他の色）               16.02　　

独自処理　　　　　　　　　　　              136.33

指定法人（白・茶・その他の色）               16.96

残渣物の
処理方法

残渣物の
発生量
（ｔ）

リサイクル
率

（%）

134.67 149.9

R4 686.96 133.51 155.57

12.94

86.9

86.7

94.8

独自処理　　　　　　　　　　　              127.15　



（株）ｳｨｽﾞｳｴｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ清久工場 処分委託数量

容器包装リサイクル協会ルートでリサイクル 処分単価

①無色 18.59t

②茶色 15.46t

③その他の色 7.16t

136.37t ガラス造粒砂にリサイクル

17.59t

⑤繰越分等 9.09t

合計 204.26t

（株）トモノ白岡工場 処分委託数量

独自処理ルートでリサイクル 処分単価

①再商品化 772.96t

②残渣物 8.86t

③繰越分等 36.13t

合計 817.95t

817.95t

30,000円/t

ガラス造粒砂にリサイクル

㈱トモノ直接搬入 組合に返却（可燃物は焼却施設、不燃物は粗大ごみ処理施設で処理）

令和２年度ガラス類処分の流れ

204.26t

49,000円/t

色選別後、ガラスびんに再商品化

収
 
 
集

組合ガラス
ヤード保管

（株）ウイズ
ウェイストジャ
パン引取り

④残渣物 153.96t
草津町の最終処分場で埋め立て処分



（株）ｳｨｽﾞｳｴｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ清久工場 処分委託数量

容器包装リサイクル協会ルートでリサイクル 処分単価

①無色 8.50t

②茶色 5.39t

③その他の色 2.13t

136.33t ガラス造粒砂にリサイクル

10.74t

⑤繰越分等 12.54t

合計 175.63t

（株）トモノ白岡工場 処分委託数量

独自処理ルートでリサイクル 処分単価

①再商品化 728.43t

②残渣物 7.94t

③繰越分等 10.33t

合計 746.70t

746.70t

30,000円/t

ガラス造粒砂にリサイクル

㈱トモノ直接搬入 組合に返却（可燃物は焼却施設、不燃物は粗大ごみ処理施設で処理）

令和３年度ガラス類処分の流れ

175.63t

49,000円/t

色選別後、ガラスびんに再商品化

収
 
 
集

組合ガラス
ヤード保管

（株）ウイズ
ウェイストジャ
パン引取り

④残渣物 147.07t
草津町の最終処分場で埋め立て処分



（株）ｳｨｽﾞｳｴｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ清久工場 処分委託数量

容器包装リサイクル協会ルートでリサイクル 処分単価

①無色 8.22t

②茶色 5.02t

③その他の色 3.72t

127.15t ガラス造粒砂にリサイクル

12.94t

⑤繰越分等 ―

合計 157.05t

（株）トモノ白岡工場 処分委託数量

独自処理ルートでリサイクル 処分単価

①再商品化 686.96t

②残渣物 8.14t

③繰越分等 4.34t

合計 699.44t

699.44t

33,000円/t

ガラス造粒砂にリサイクル

㈱トモノ直接搬入 組合に返却（可燃物は焼却施設、不燃物は粗大ごみ処理施設で処理）

令和４年度ガラス類処分の流れ

152.07t

49,000円/t

色選別後、ガラスびんに再商品化

収
 
 
集

組合ガラス
ヤード保管

（株）ウイズ
ウェイストジャ
パン引取り

④残渣物 140.09t
草津町の最終処分場で埋め立て処分



処分委託数量 148.47t 上半期

処分単価 39,800円/t

 引渡量 80.47t

 売却単価 57,000円/t

下半期

 引渡量 69.27t

 売却単価 21,323円/t

処分委託数量 131.16t 上半期

処分単価 38,000円/t

 引渡量 70.64t

 売却単価 52,000円/t

下半期

 引渡量 50.36t

 売却単価 18,000円/t

繰越分 9.90t

蓮
田
白
岡
衛
生
組
合

 （株）天源

独自処理ルートでリサイクル

 （株）天源

残渣物
（組合に返却）

0.26t

（株）トモノ白岡工場 落札者

0.00t

㈱トモノ直接搬入 選別・圧縮・梱包を実施

当組合の入札で決定し
た事業者に引渡し

121.00t

令和２年度ペットボトル処分の流れ

収
 
 
集

（株）ウィズウェイストジャパン清久
工場

再商品化事業者 容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル

協
会

組合ガラス
ヤード保管

（株）ウイズ
ウェイストジャ
パン引取り

 遠東石塚グリーンペット（株）

容器包装リサイクル協会ルートでリサ
イクル

選別・圧縮・梱包を実施

容リ協会の入札で決定
した再商品化事業者に
引渡し

149.74t
 （株）エフピコ

残渣物
（草津町埋立処分）

数
量
報
告

拠
出
金
支
払
い

売
却
益
支
払
い



処分委託数量 157.90t 上半期

処分単価 39,800円/t

 引渡量 85.90t

 売却単価 23,560円/t

下半期

 引渡量 64.00t

 売却単価 53,000円/t

繰越分 3.59t

処分委託数量 139.04t 上半期

処分単価 38,000円/t

 引渡量 77.32t

 売却単価 38,000円/t

下半期

 引渡量 57.35t

 売却単価 62,500円/t

繰越分 4.06t

蓮
田
白
岡
衛
生
組
合

 （株）天源

独自処理ルートでリサイクル

 （株）天源

残渣物
（組合に返却）

0.31t

（株）トモノ白岡工場 落札者

4.41t

㈱トモノ直接搬入 選別・圧縮・梱包を実施

当組合の入札で決定し
た事業者に引渡し

134.67t

令和３年度ペットボトル処分の流れ

収
 
 
集

（株）ウィズウェイストジャパン清久
工場

再商品化事業者 容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル

協
会

組合ガラス
ヤード保管

（株）ウイズ
ウェイストジャ
パン引取り

 （株）エフピコ

容器包装リサイクル協会ルートでリサ
イクル

選別・圧縮・梱包を実施

容リ協会の入札で決定
した再商品化事業者に
引渡し

149.90t
（株）魚津清掃公社

残渣物
（草津町埋立処分）

数
量
報
告

拠
出
金
支
払
い

売
却
益
支
払
い



処分委託数量 159.96t 上半期

処分単価 39,800円/t

 引渡量 95.60t

 売却単価 65,083円/t

下半期

 引渡量 59.97t

 売却単価 120,000円/t

処分委託数量 138.86t 上半期

処分単価 38,000円/t

 引渡量 71.56t

 売却単価 93,000円/t

下半期

 引渡量 61.95t

 売却単価 118,000円/t

繰越分 5.01t

蓮
田
白
岡
衛
生
組
合

 （株）天源

独自処理ルートでリサイクル

 遠東石塚グリーンペット（株）

残渣物
（組合に返却）

0.34t

（株）トモノ白岡工場 落札者

8.00t

㈱トモノ直接搬入 選別・圧縮・梱包を実施

当組合の入札で決定し
た事業者に引渡し

133.51t

令和４年度ペットボトル処分の流れ

収
 
 
集

（株）ウィズウェイストジャパン清久
工場

再商品化事業者 容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル

協
会

組合ガラス
ヤード保管

（株）ウイズ
ウェイストジャ
パン引取り

 （株）エフピコ

容器包装リサイクル協会ルートでリサ
イクル

選別・圧縮・梱包を実施

容リ協会の入札で決定
した再商品化事業者に
引渡し

155.57t
（株）魚津清掃公社

残渣物
（草津町埋立処分）

数
量
報
告

拠
出
金
支
払
い

売
却
益
支
払
い



株式会社ウイズウェイストジャパン　清久工場

　 　

　 　

　 　

　 　

資 料 ２



株式会社トモノ　白岡工場

　 　

　 　

　 　

　 　

















































廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 

（市町村の処理等） 

第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保

全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分（再生することを含む。第七条第三項、

第五項第四号ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第

六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十

二項（第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。）、第十三条の十一第一項第三号、第十四

条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の

三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の

三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。）

しなければならない。 

２ 市町村が行うべき一般廃棄物（（別管理理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。）の収集、運

搬及び処分に関する基準（（該基基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を

定めた場合における該基一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害

の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）に基づき定められた場合におけるその投入の

場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。）並びに市町村が一般廃棄物

の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。 

３ 市町村が行うべき別管理理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準（該基基準において海洋

を投入処分の場所とすることができる別管理理一般廃棄物を定めた場合における該基別管理理一般

廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき

定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「別管理理一般廃棄物処

理基準」という。）並びに市町村が別管理理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託

する場合の基準は、政令で定める。 

４ 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない

方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとと

もに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い該基一般廃棄物を適正

に分管し、保理する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。 

５ 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者

に対し、該基一般廃棄物の減量に関する計画の作成、該基一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬

の方法その他必要な事項を指示することができる。 

６ 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その

他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に

規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する

一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。 

７ 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基

準に従わなければならない。 

 

 

 



廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 

 

（一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準） 

第四条 法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分（再生を含む。）を

市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 

一 受託者が受託業務（非常災害時において該基受託者が他人に委託しようとする業務を除く。）を遂

行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相該の

経験を有する者であること。 

二 受託者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも基該しない者であること。 

三 受託者が自ら又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を

実施する者であること。 

四 一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。 

五 委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。 

六 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直

接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。 

七 一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定

すること。 

八 委託契約には、受託者が第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村に

おいて該基委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。 

九 第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所（広域臨海環境整備センター法

第二条第一項に規定する広域処理場を除く。）が該基処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の

区域内にあるときは、次によること。 

イ 該基処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知する

こと。 

（１） 処分又は再生の場所の所在地（埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積及

び残余の埋立容量） 

（２） 受託者（非常災害時において該基受託者が受託した一般廃棄物の処分又は再生を他人に委託し

て実施する場合にあつては、該基受託者及び該基処分又は再生を委託しようとする者）の氏名又は

名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 

（３） 処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法 

（４） 処分又は再生を開始する年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地方自治法施行令 

（随意契約） 

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合

は、次に掲げる場合とする。 

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は

総額）が管表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共

団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使

用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをす

るとき。 

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第

五条第十一項に規定する障害者支援施設（以下この号において「障害者支援施設」という。）、同条第

二十七項に規定する地域活動支援センター（以下この号において「地域活動支援センター」という。）、

同条第一項に規定する障害福祉サービス事業（同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定

する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において

「障害福祉サービス事業」という。）を行う施設若しくは小規模作業所（障害者基本法（昭和四十五年

法律第八十四号）第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八

条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。）若し

くはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた

者若しくは生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第十六条第三項に規定する認定生活

困窮者就労訓練事業（以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。）を行う施設でそ

の施設に使用される者が主として同法第三条第一項に規定する生活困窮者（以下この号において「生

活困窮者」という。）であるもの（該基施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の

自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受け

たものに限る。）（以下この号において「障害者支援施設等」という。）において製作された物品を該基

障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、

地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定

等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター

連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省

令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定

める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二

十九号）第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定め

るところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者（以下この号において「母子・父子福祉団体

等」という。）が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現

に児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を該基母子・

父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就

労訓練事業を行う施設（該基施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資するこ

とにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。）が行う

事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を該基施設から

普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。 



四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地

方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を該基認定を受けた者から普通地方

公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新た

な事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受

けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。 

五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

六 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 

八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

九 落札者が契約を締結しないとき。 

 



 

 

 

 

 

令和４年度蓮田白岡衛生組合一般廃棄物処理実施計画 

 

 

１ 目 的 

  本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）第６条の規定に 

基づき、令和４年度における一般廃棄物の処理に関する実施計画を定めるものである。 

   

 

２ 計画期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

 

３ 計画対象区域 

  蓮田市・白岡市 

 

 

４ ごみ処理計画量  

区   分 蓮田市 白岡市 全体 

収集対象人口 ６１，５７３人 ５１，５８１人 １１３，１５４人 

収集計画量 １２，６２３ｔ/年 １０，７５３ｔ/年 ２３，３７６t/年 

直 接 搬 入 ３，８８２ｔ/年 ３，３０７ｔ/年 ７，１８９t/年 

合 計 １６，５０５ｔ/年 １４，０６０ｔ/年 ３０，５６５t/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（１）収集予定量 ※下記収集予定量は、ふれあい収集分を含む 

 

 

（３）資源化予定量 

資 

源 

化 

量 

  粗大施設からの資源回収分    ７９２ｔ/年 

直
接
資
源
化 

ガ ラ ス 類    ９２７ｔ/年 

ペ ッ ト ボ ト ル          ２８５ｔ/年 

古 紙 ・ 布 類  ２，４４８ｔ/年 

廃 乾 電 池 ・ 蛍 光 管 

スプレー缶・ライター 
    ７３ｔ/年 

ペットボトルキャップ 

・硬質プラ・廃食用油 
    ３６ｔ/年 

リサイクルステーション搬入分           ７５ｔ/年 

焼却灰セメント原料化等        ２，４７０ｔ/年 

が れ き 類           ５４ｔ/年 

剪 定 枝          ２００ｔ/年 

廃 タ イ ヤ            ６ｔ/年 

食 品 残 渣          ２２５ｔ/年 

廃 食 用 油           １２ＫＬ/年 

合     計 ７，５９１ｔ/年 

 

 

 

 

家 

庭 

ご 

み 

燃 え る ご み １８，８８４ｔ/年 

燃 や せ な い ご み ４２６ｔ/年 

ガ ラ ス 類 ８３１ｔ/年 

ペ ッ ト ボ ト ル  ２８１ｔ/年 

有 害 ・ 危 険 ご み  ９３ｔ/年 

飲 食 料 用 缶  ２９９ｔ/年 

古 紙 ・ 布 類   ２，４０７ｔ/年 

粗 大 ご み  １５５ｔ/年 

合 計 ２３，３７６ｔ/年 

 

 

（２）直接搬入予定量 

直 

接 

搬 

入 

燃えるごみ（家庭系、事業系）   ６，１６１ｔ/年 

燃 や せ な い ご み    １２６ｔ/年 

飲 食 料 用 缶 ３ｔ/年 

古 紙 ・ 布 類      ４１ｔ/年 

ガ ラ ス 類     １０ｔ/年 

ペ ッ ト ボ ト ル     ―  ｔ/年 

粗 大 ご み    ７７３ｔ/年 

リサイクルステーション搬入分           ７５ｔ/年 

合 計         ７，１８９ｔ/年 



 

５ 収集・運搬計画 

(１)収集・運搬方法 

種  類 
収集運搬

の方法 

収集 

区域 
排出方法 収集回数等 搬入先及び処分方法 

家 
 

 
 

 
 

庭 
 

 
 

 
 

ご 
 

 
 

 
 

み 

燃えるごみ
（在宅医
療廃棄物
含む） 

委 託 
蓮田市   
白岡市内
全域 

緑色の有料指定
ごみ袋で排出 

集積所方式による週
２回、地域ごとに定め
た収集日に実施 

蓮田白岡衛生組合に
搬入し、焼却後に資源
化及び埋立て 

在宅医療廃棄物 

注射筒・カテーテル類・バッグ類・ガーゼ類
は、紙等に包むか、小さなポリ袋等に入れ指
定ごみ袋に入れて収集日に排出。ペン型自己
注射針等は、プラスチック容器等に入れた後
に指定ごみ袋に入れて収集日に排出 

燃やせな
いごみ 

透明の有料指定
ごみ袋で排出 

集積所方式による月
１回、地域ごとに定め
た収集日に実施 

蓮田白岡衛生組合に
搬入し、金属類は資源
化破砕不燃物は埋立て 
破砕可燃物は焼却後に
資源化及び埋立て 

ガラス類 
透明・半透明袋
で排出 

集積所方式による月
１回、地域ごとに定め
た収集日に実施 

蓮田白岡衛生組合が
指定する施設へ搬入
し、資源化 

ペ ッ ト 
ボ ト ル
（ペット 
ボ ト ル 
キャップ
含む） 

専用の回収用ネ
ットで排出    
ペットボトルキ
ャップは透明・
半透明袋で排出 

集積所方式による月
２回、地域ごとに定め
た収集日に実施 

蓮田白岡衛生組合が
指定する施設へ搬入
し、資源化 

有害・ 
危険ごみ
（在宅医
療廃棄物
含む） 

品目ごとに透明・
半透明袋で排出 

集積所方式による月
１回、地域ごとに定め
た収集日に実施 

蓮田白岡衛生組合が
指定する施設へ搬入
し、資源化 

在宅医療廃棄物 
気管支拡張剤のみを透明・半透明の袋に入れ
て収集日に排出 

飲食料用缶 
（在宅医
療廃棄物
含む） 

透明・半透明袋
で排出 

集積所方式による月
２回、地域ごとに定め
た収集日に実施 

蓮田白岡衛生組合に
搬入し、資源化      
破砕不燃物は埋立て 
可燃物は焼却後に資源化
及び埋立て 

在宅医療廃棄物 
経腸栄養剤などの缶は透明・半透明の袋に入
れて収集日に排出 

古紙・布類 
品目ごとにひも
などで結んで排
出 

集積所方式による月
２回、地域ごとに定め
た収集日に実施 

蓮田白岡衛生組合が
指定する施設へ搬入
し、資源化 

粗大ごみ 
粗大ごみ受付セ
ンターに回収の
申し込み 

申込者の玄関先等で
収集、１回の収集につ
き５品目又は５点ま
で 

蓮田白岡衛生組合に
搬入し、再利用を原則
とする。処分の場合は、
金属類は資源化、破砕
不燃物は埋立て、破砕
可燃物は焼却後に資
源化及び埋立て 

 



 

 

 

※ふれあい収集は、高齢及び障がい等のある一般家庭で、自らごみを集積所まで持ち出すことが困難な方

を対象とする。 

 

(２)ごみ集積所の取り扱い 

ごみ集積所は、「ごみ集積所設置・変更・廃止届に関する要領」に基づき設置等の届出をするものとし、

排出できるものは家庭ごみのみとする。 

また、ごみの排出に当たっては、収集日当日の午前８時までに当該集積所に排出するものとし、ごみが

飛散等しないよう利用者が適正に維持管理に努めるものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

種  類 
収集運搬

の方法 

収集 

区域 
排出方法 収集回数等 搬入先及び処分方法 

家庭から生じる

多量ごみ 

排出者本

人又は一

般廃棄物

収集運搬

許可業者 

蓮田市   

白岡市内

全域 

原則として 

透明袋で排出 
随時 

蓮田白岡衛生組合に

搬入し、種類ごとに分

別し処理する。資源化

を原則とするが、処分の

場合は、破砕不燃物は

埋立て、破砕可燃物は

焼却後に資源化及び埋

立て 

種  類 
収集運搬

の方法 

収集 

区域 
排出方法 収集回数等 搬入先及び処分方法 

事業系一般廃

棄物 

排出者本

人又は一

般廃棄物

収集運搬

許可業者 

蓮田市   

白岡市内

全域 

原則として 

透明袋で排出 
随時 

蓮田白岡衛生組合に

搬入し、種類ごとに分

別し処理する。資源化

を原則とするが、処分の

場合は、破砕不燃物は

埋立て、破砕可燃物は

焼却後に資源化及び埋

立て 

種  類 
収集運搬

の方法 

収集 

区域 
排出方法 収集回数等 搬入先及び処分方法 

ふれあい収集 

（粗大ごみを

除く家庭ごみ） 

直営 

蓮田市   

白岡市内

全域 

蓮田白岡衛生

組合の分別方

法に従い品目

ごとに玄関前

等に排出 

週１回、蓮田白岡衛生

組合の指定した日に

戸別訪問による収集 

蓮田白岡衛生組合に

搬入し、種類ごとに分

別し処理する。資源化

を原則とするが、処分の

場合は、破砕不燃物は

埋立て、破砕可燃物は

焼却後に資源化及び埋

立て 



 

６ し尿・浄化槽汚泥処理計画量 

(１)蓮田白岡衛生組合                                     

区  分 処理計画量 蓮田市 白岡市 

し 尿 １，３１１ＫＬ/年 ６９４ＫＬ/年 ６１７ＫＬ/年 

浄 化 槽 汚 泥 

（仮設トイレ、農業集落排水汚泥、

ディスポーザー汚泥含む） 

１４，１７８ＫＬ/年 ７，７９６ＫＬ/年 ６，３８２ＫＬ/年 

合 計 １５，４８９ＫＬ/年 ８，４９０ＫＬ/年 ６，９９９ＫＬ/年 

 

（２）資源化予定量 

資
源
化
量 

し尿施設からの資源回収分 

   ９９０ｔ/年 

直接資源化 し尿汚泥 

合     計 ９９０ｔ/年 

 

(３)収集・運搬方法 

 区 分 
収集運搬 

の方法 
収集区域 収集回数等 搬入先及び処分方法 

し尿 委託 

蓮田市   

白岡市内全域 

一般廃棄物収集運搬委託

業者が、し尿排出者から

の依頼により原則として

月１回収集 

蓮田白岡衛生組合に搬入し、

膜分離高負荷脱窒素処理

方式及び活性炭吸着方式

による処理 

脱水汚泥は民間処理施設で

堆肥化 
浄化槽汚泥 

（仮設トイレ、

農業集落排水汚

泥、ディスポー

ザー汚泥含む） 

一般廃棄物

収 集 運 搬

許可業者  

浄化槽清掃業許可業者が

浄化槽等の管理者からの

依頼により清掃し、一般

廃棄物収集運搬許可業者

（浄化槽汚泥の収集運搬

の許可を受けている者に

限る）の許可車両で収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

７ 排出抑制・資源化計画 

(１)ごみの減量化・資源化の推進 

 

(２)行政区域外の民間処理施設へ搬出される一般廃棄物（食品リサイクル法に基づくもの） 

 

 

 

施  策 事業計画 

家具等の再利用の促進 
・粗大ごみとして搬入された家具等を修理し、リユース品としての

抽選販売及び常時販売等を通じてリユースを促進 

一般廃棄物収集運搬許可業者

への指導、啓発の推進 

・一般廃棄物収集運搬許可業者に対する事業系一般廃棄物の処理施

設への搬入における搬入廃棄物の内容物検査の実施及び適正処理

に関する指導並びに啓発の推進 

焼却灰の資源化による最終

処分量の削減 

・焼却灰のセメント資源化の推進 

・焼却灰の焼成処理による人工砂への資源化の推進 

事業系一般廃棄物排出事業者

への指導、啓発の推進 

・排出事業者に対する事業系一般廃棄物の減量化、資源化、適正処

理に関する指導及び啓発 

・多量排出事業者に対する廃棄物担当責任者の選任及び適正処理の指

導 

・食品リサイクル法に基づく食品残渣の再資源化の啓発 

・ごみ減量等推進優良事業所認定制度の推進 

余熱利用の推進 ・焼却施設内への給湯等の余熱利用の推進 

剪定枝等リサイクルの推進 
・剪定枝等のバイオマス燃料化の推進 

・剪定枝等のマテリアルリサイクルの推進 

し尿汚泥リサイクルの推進 ・し尿汚泥の堆肥化の推進 

廃食用油リサイクルの推進 
・主に学校給食から発生する廃食用油の資源化の推進（バイオディー

ゼル燃料・工業用インク原料） 

鉱物油リサイクルの推進 ・施設で使用された鉱物油の資源化の推進（再生油・補助燃料） 

がれき類リサイクルの推進 ・がれき類（コンクリートくず）の資源化の推進 

資源物選別回収の推進 
・廃棄物として搬入されたものの中から資源としてリサイクル可能な

資源物の選別及び回収の推進 

登録再生利用事業者 搬出される一般廃棄物の種類 収集運搬業者 

㈱アイル・クリーンテック 

事業所から排出される食品残渣物（生ごみ） 

クリーンシステム㈱ 

バイオエナジー㈱ 

㈱高橋産商 農事組合法人 百姓倶楽部 

ニューエナジーふじみ野㈱ 



 

(３)ごみの減量化、資源化に関する意識啓発、情報提供の普及 

 

(４)リサイクルプラザ（エコプラザ）の運用 

施  策 事業計画 

環境情報提供の推進 
・広報誌等による減量化・資源化に関する情報提供 

・環境に対する意識啓発のための各種講座の開催 

再生品使用の促進 

・再使用可能な粗大ごみ等を選別・修復し、定期的な抽選販売や常時

販売等を通じてのリユース活動の促進 

・環境啓発イベントの開催 

・インターネットを活用したリユースの推進 

交流の推進 

・３Ｒ・エコ活動、その他環境に関する講座の開催 

・各種団体が作成した３Ｒ・エコ活動に関連した作品の展示を行い、 

これらの団体による環境活動のＰＲ場所として提供 

・研修室及び会議室の貸出 

フードドライブの実施 ・イベント等による食品ロス削減に向けた啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施  策 事業計画 

ごみ減量に関する意識啓発 

・ごみの分別とごみ減量及びリサイクル推進に関する調査 

・ごみ減量化及び資源化の推進などをテーマに市内団体等を対象に出 

 前講座等による啓発活動の実施 

・ごみ減量化等に関する研修会の開催 

・食品ロス削減に向けた取り組みの推進 

ごみの分別排出に関する 

意識啓発 

・燃えるごみの中に多く含まれる紙類（資源物）を減らすため、広報誌

及び分別アプリ並びにホームページ（以下、「広報誌等」という。）に

よる適正なごみの分別の啓発 

・ごみ分別アプリによる排出マナーの向上 

再生品使用の促進 

・広報、イベント等を通じての再生品使用の促進 

・小・中学生への啓発品の配布 

・トイレットペーパー（牛乳パックの再生利用）の配布 

・肥料（し尿汚泥の再生利用）の配布 

・学校給食から排出される廃食用油の再利用（工業用インク原料化及びバ

イオディーゼル燃料化） 

意識啓発と環境教育の推進 

・広報誌等による普及啓発（環境センターだより、各種パンフレット、チ

ラシ、ポスター等の作成） 

・詰め替え商品等の購入についての啓発 

・生ごみの水切り等のごみの減量化に関する情報の発信 

・施設見学会の開催 

・バイオディーゼル燃料を利用した収集車両による実演 



 

(５)リサイクルステーションの運用 

施  策 事業計画 

再資源化の促進 
・資源物回収ボックスを設置し、資源物として有効な物や再生可能品

の回収を推進 

リサ イ ク ルス テ ー シ ョン   

（エコプラザ横） 

回 収 品 目 利 用 時 間 

新聞紙、雑誌、雑紙、段ボール、布類、

紙パック、シュレッダー紙、飲食料用缶、

廃食用油（植物性油）、ペットボトル、ペ

ットボトルキャップ、食品用白色・有色

トレー、CD・DVD 類及びケース、使用済

みインクカートリッジ、小型電子機器（パ

ソコン・携帯電話等）、陶磁器製、ガラス

製食器（未使用で箱入のみ対象） 

※パソコン、陶磁器製、ガラス製食器は

エコプラザ窓口で引取 

・毎週日曜日 

午前 9:00～午後 4:00 

※年末年始・祝日を除

く 

 

(６)処理施設の適正管理と整備 

施  策 事業計画 

ごみ焼却施設の適正な管理 

運営 

・焼却施設の適正な運転管理及び定期的な機器補修 

・ごみ焼却施設保全計画に基づく整備 

粗大ごみ処理施設の適正な 

管理運営 

・粗大ごみ処理施設の適正な運転管理及び定期的な機器補修 

・粗大ごみ処理施設保全計画に基づく整備 

し尿処理施設の適正な管理 

運営 

・し尿処理施設の適正な運転管理及び定期的な機器補修 

・し尿処理施設保全計画に基づく整備 

 

(７)組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組  織 事業内容 

廃棄物減量等推進審議会 

・一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を審議するため、学識

経験、商工会・関係団体の長の推薦、公募、廃棄物処理に関係する委

員２０人以内をもって組織 

・一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項の協議 

関係地区環境保全連絡協議会 

・ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設建設工事に際し、当該施設から

半径５００メートル以内の行政区の代表者及び蓮田白岡衛生組合の

代表者をもって組織 

・年２回の定例会における処理施設維持管理状況の報告 

情報公開及び個人情報保護

制度審議会 

・広く住民の意見を聴くことにより、住民参加による制度づくりを実

現させるため、学識経験、公共的団体の長の推薦、公募による委員５

人以内をもって組織 



 

８ 搬入物 

(１)家庭系ごみ 

施 設 名 受け入れる一般廃棄物の種類 受 入 時 間 

蓮田白岡衛生組合 

（蓮田白岡環境センター） 

ごみ焼却施設及び 

粗大ごみ処理施設 

燃えるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ、

ガラス類、ペットボトル、ペットボトル

キャップ、有害・危険ごみ（スプレー缶・

ライター・乾電池・蛍光管等）、飲食料用缶、

古紙（新聞・雑誌・古紙・ダンボール・紙

パック・シュレッダー）・布類 

・月曜日から金曜日（平日） 

  午前 8:30～11:30 

午後 1:00～4:30 

・毎週土曜日 

午前 8:30～12:00 

※祝日及び振替休日を

除く 

 

(２)事業系ごみ 

 

(３)事業系ごみ（廃プラスチック類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 名 受け入れる一般廃棄物及び産業廃棄物の種類 受 入 時 間 

蓮田白岡衛生組合 

（蓮田白岡環境センター） 

ごみ焼却施設及び 

粗大ごみ処理施設 

産業廃棄物以外の生ごみ、木くず、剪定枝、

刈草、資源古紙類（新聞・雑誌・古紙・ダン

ボール・紙パック・シュレッダー及び布類） 

弁当容器、空き缶、空き瓶及びペットボトル

（従業員が飲食したものに限る）                 

産業廃棄物は一般廃棄物の処理に支障が

生じない範囲内の質及び量のもの 

・月曜日から金曜日（平日） 

  午前 8:30～11:30 

午後 1:00～4:30 

・毎週土曜日 

午前 8:30～12:00 

※祝日及び振替休日を

除く 

施 設 名 産業廃棄物の種類 収集運搬業者 

蓮田白岡衛生組合 

（蓮田白岡環境センター） 

ごみ焼却施設 

小規模事業者から排出される廃プラスチ

ック類であって、一般廃棄物の処理に支障

が生じない範囲内の質及び量のもの 

白岡蓮田環境事業協同組合 



 

(４)罹災ごみ 

 

  受入れが不可能な罹災廃棄物 

・家電リサイクル法で定められている特定家庭用機器 

（エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機） 

・建築基礎部分（コンクリート片・ブロックなど） 

・建築構造部分（柱･壁･瓦･雨戸･ガラス戸･窓枠など） 

・アスベスト含有製品 

・廃油類、ガスボンベ、農機具等 

・残土・残灰 

・炭化又は溶けて分別できないもの 

 

(５)し尿・浄化槽汚泥等 

 

(６)搬入禁止物 

※パソコンは、エコプラザにて毎週日曜日のみ受入可能（事業者を除く） 

 タイヤ・バッテリーは、年 1 回有料引取会のみ受入可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 名 受け入れ可能な罹災廃棄物 搬入方法及び受入時間 

蓮田白岡衛生組合 

（蓮田白岡環境センター） 

ごみ焼却施設及び 

粗大ごみ処理施設 

水気を切り乾燥させた衣類、寝具、畳等、

金具を取り外した木材、小型家電製品、

トタン、ブリキ、金属類、分別されたガラ

ス戸及び雨戸 

・組合職員による現場確認

を行い、分別指導ののち

搬入日程等の調整し受入        

・月曜日から金曜日（平日） 

  午前 8:30～11:30 

午後 1:00～4:30 

※土・日及び祝日を除く 

施 設 名 受け入れる一般廃棄物の種類 収集運搬業者 

蓮田白岡衛生組合 

（蓮田白岡環境センター） 

し尿処理施設 

浄化槽汚泥（仮設トイレ・農業集落排水汚泥・

ディスポーザー汚泥含む） 

・宇佐見産業㈱ 

・㈲西野商事 

・㈱サンワ環境開発 

・家電リサイクル法で定められている特定家庭用機器 

（エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機） 

・パソコン、オートバイ、タイヤ、バッテリー、消火器 

・建築基礎部分（コンクリート片・ブロックなど） 

・建築構造部分（柱･壁･瓦･雨戸･ガラス戸･窓枠など） 

・残土・残灰 

・環境センターで処理できないもの 

（多量のビニール及びプラスチック類･ガスボンベ･浴槽･廃油（機械油・燃料油等）･農機具、その他処理に

危険・困難を伴うもの） 

・その他処理困難物 



 

９ 一般廃棄物の処理手数料 

  蓮田白岡衛生組合廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例第３２条の２の規定に基づき、し尿及び

一般家庭から排出される燃えるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ並びに直接搬入される一般廃棄物、事業

活動に伴い生じた一般廃棄物については、収集・運搬・処分について手数料を徴収する。 

種別 区 分 単 位 手 数 料 備  考 

し
尿 

（１）一般家庭 

１人 

につき 
月額３３４円 

（１） 便槽１か月１回を基準とする。

ただし、便槽２か所以上汲取

の場合は、１か所増すごとに

割り増し料として基準料の

１/２を加えた額とする。 

（２） 改良便所を使用する世帯に

ついては、便槽１槽につき

月額３３４円（１人１か月

分）を加算する。 

（３） 簡易水洗便所等水を使用す

る汲取便所は汲取量に１０ℓ

８６円を乗じた額とする。 

１世帯 

につき 
月額３８２円 

（２）多人数の出入する場所 １０Ｌ ８６円 

（３）簡易水洗便所等 １０Ｌ ８６円 

上
記
以
外
の
一
般
廃
棄
物 

（１）一般 

家庭 

燃えるごみ 

４５Ｌ用 

１袋につき 
４８円 

管理者の指定する容器（指定ごみ袋）

とする。 

３０Ｌ用 

１袋につき 
３８円 

２０Ｌ用 

１袋につき 
２８円 

 

 

燃やせない 

ごみ 

４５Ｌ用 

１袋につき 
４８円 

３０Ｌ用 

１袋につき 
３８円 

２０Ｌ用 

１袋につき 
２８円 

粗大ごみ（戸別

収集するもの） 
１品目につき１，９０５円の範囲内で品目別に規則で定める額 

組合で指定す

る場所に搬入

するとき 

１０kg 

につき 
１４３円 総重量が１０kg に満たないときは、

１０kg とみなし、総重量１０kg を超

える場合、その超えるものに１０kg

未満の端数があるときは、これを四捨

五入するものとする。 
（２）事業系 

一般廃棄物 

組合で指定す

る場所に搬入

するとき 

１０kg 

につき 
１４３円 

上記の算出基準によることが

著しく実情にそぐわないとき 
必要により管理者が定める額 

※上記手数料は、消費税及び地方消費税を含まない。 

ただし、組合が徴収する処理手数料は、上記区分に応じ算定した額に消費税及び地方消費税率を乗じ

て得た額とする。 

※一般廃棄物処理手数料及び一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理手数料に１円未満の端数が

生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

※多人数の出入する場所及び簡易水洗便所等並びに粗大ごみ、組合で指定する場所に搬入するときの手

数料に１０円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 

 

 

 



 

１０ 産業廃棄物の処理料金 

  廃棄物処理法第１１条の規定に基づき、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物につ

いては、収集・運搬・処分について手数料を徴収する。 

種別 区 分 単 位 手数料 備  考 

産
業
廃
棄
物 

廃プラスチック類 
７０Ｌ用 

１袋につき 
４７７円 

小規模事業者から排出される産業廃

棄物（廃プラスチック類）、発砲スチ

ロール、のぼり旗、プラスチックボト

ル、ＰＰバンド、プラスチック製容器（管

理者が指定する容器とする）、梱包用ビニ

ール、作業着等 

組合で指定する場所に搬入

するとき 

１０kg 

につき 
２３９円 

産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支

障が生じない範囲内の質及び量のもの 

※上記手数料は、消費税及び地方消費税を含まない。 

※組合で指定する場所に搬入するときの徴収金額に１０円未満の端数がある場合は切り捨てとする。 

 

１１ 一般廃棄物処理業許可業者及び浄化槽清掃業許可業者 

(１)ごみ収集運搬業 

許可番号 名   称 住   所 
代表者 

役職 
代表者氏名 

11808-10-001 ㈲太盛 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－３８１ 代表取締役 齋藤 實 

11808-10-002 ㈲瀬山商店 埼玉県さいたま市岩槻区曽根９９６－１ 代表取締役 落 美沙子 

11808-10-003 ㈱髙澤商店 埼玉県東松山市六軒町１８－１３ 代表取締役 髙澤 俊彦 

11808-10-007 ㈱十河サービス 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田道下２２４－２ 代表取締役 十河 宏行 

11808-10-009 ㈱ナカヤ商事 埼玉県白岡市篠津９６１－１ 代表取締役 中山 哲也 

11808-10-010 日栄総業㈱ 埼玉県久喜市本町７－２－８８ 代表取締役 荒巻 美佐夫 

11808-10-012 宇佐見産業㈱ 埼玉県蓮田市根金９９３ 代表取締役 宇佐見 博至 

11808-10-014 ㈱小島商事 埼玉県北本市山中１－２７７ 代表取締役 小島 昌和 

11808-10-015 安住環境整美㈱ 埼玉県さいたま市岩槻区大字高曽根１０３７ 代表取締役 大澤 佑介 

11808-10-016 ㈲西野商事 埼玉県白岡市下大崎９０９－３ 代表取締役 西野 日出夫 

11808-10-018 ㈱高橋産商 埼玉県さいたま市北区吉野町２－５－１２ 代表取締役 髙橋 信参 

11808-10-019 ㈲原田電気工事 埼玉県久喜市菖蒲町大字三箇８０５ 代表取締役 原田 正人 

11808-10-020 ㈱新栄商事 埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場１－５－９ 代表取締役 君和田 昌昭 

11808-10-021 片山商事㈱ 埼玉県さいたま市見沼区深作５－１８ 代表取締役 片山 晋 

11808-10-022 クリーンシステム㈱ 埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場２－１０－３ 代表取締役 町田 哲雄 

11808-10-023 大栄企業㈱ 埼玉県さいたま市岩槻区大字鹿室２０７－５ 代表取締役 丹野 寿明 

11808-10-024 ㈱サンワ環境開発 埼玉県さいたま市見沼区宮ケ谷塔３－１９０－２ 代表取締役 石井  克利 

11808-10-025 ㈲杉田産業 埼玉県加須市上高柳８００ 代表取締役 杉田 昇 

11808-10-026 ㈲福寿屋 埼玉県蓮田市大字閏戸３９５１－７ 代表取締役 関口 正則 

11808-10-028 ㈱精和 埼玉県白岡市岡泉字８４３－１ 代表取締役 岩橋 奈々子 

 

 

 

 

 



 

(２)浄化槽汚泥収集運搬及び浄化槽清掃業者 

許可番号 名   称 住   所 
代表者 

役職 
代表者氏名 

11808-30-001 ㈲西野商事 埼玉県白岡市下大崎９０９－３ 代表取締役 西野 日出夫 

11808-30-002 宇佐見産業㈱ 埼玉県蓮田市根金９９３ 代表取締役 宇佐見 博至 

11808-30-003 ㈱サンワ環境開発 埼玉県さいたま市見沼区宮ケ谷塔３－１９０－２ 代表取締役 石井 克利 

 

 

(３)多量及び臨時に排出される一般廃棄物の収集運搬許可業者 

許可番号 名   称 住   所 
代表者 

役職 
代表者氏名 

11808-10-012 宇佐見産業㈱ 埼玉県蓮田市根金９９３ 代表取締役 宇佐見 博至 

11808-10-016 ㈲西野商事 埼玉県白岡市下大崎９０９－３ 代表取締役 西野 日出夫 

11808-10-024 ㈱サンワ環境開発 埼玉県さいたま市見沼区宮ケ谷塔３－１９０－２ 代表取締役 石井 克利 

 

 

(４)登録廃棄物再生事業者（廃棄物処理法第２０条の２によるもの） 

名   称 事 業 所 住 所 取 扱 品 目 
代表者 

役職 
代表者氏名 

㈱ナカヤ商事 埼玉県白岡市篠津９６１－１ 
金属くず、廃プラスチック類、ガラス・

陶磁器くず等 
代表取締役 中山 哲也 

㈱トモノ 埼玉県白岡市篠津８５４－１ 古紙、金属くず 代表取締役 友野 浄二 

 

 

(５)一般廃棄物再生利用業の指定業者（廃棄物処理法施行規則第２条の３第２号によるもの） 

指定番号 名   称 事 業 所 住 所 取 扱 品 目 
代表者 

役職 
代表者氏名 

指定第１号 
シナネンエコワーク㈱ 

白岡リサイクルセンター 
埼玉県白岡市下大崎８８８ 一般廃棄物（木くず） 代表取締役 神田 勉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１２ 中間処理計画 

(１)ごみ焼却施設 

施  設  名  及  び  

所  在  地 

蓮田白岡衛生組合（蓮田白岡環境センター）ごみ焼却施設  

埼玉県蓮田市大字根金５３ 

形 式 及 び 

処 理 能 力 
全連続焼却式 ２７０ｔ／２４ｈ   （９０ｔ/２４ｈ×３炉） 

処 理 （ 焼 却 ） 量 

燃えるごみ（委託収集）          ５２．５ｔ／日 

燃えるごみ（直接持込）          １７．１ｔ／日 

燃えるごみ（粗大ごみ処理施設からの搬入分）  １．８ｔ／日 

                  合計  ７１．４ｔ／日 

残  渣  量 

 焼却灰（最終処分埋立分）          ２００ｔ／年 

焼却灰（セメント資源化・人工砂造粒化分）２，２００ｔ／年 

ばいじん（セメント資源化分）        ２７０ｔ／年 

ばいじん（最終処分埋立分）          ４３０ｔ／年 

運 転 日 数 
１号炉 年間を通して休炉とする 

２号炉・３号炉 ３６０日／年 

 

 (２)粗大ごみ処理施設 

施  設  名  及  び  

所  在  地 

蓮田白岡衛生組合（蓮田白岡環境センター）粗大ごみ処理施設   

埼玉県蓮田市大字根金５３ 

処 理 能 力 ３６ｔ／５ｈ（一軸破砕機 ４ｔ／５ｈ） 

処 理 量 

燃やせないごみ（委託収集） ４．３ｔ／日 

燃やせないごみ（直接持込） １．３ｔ／日 

飲食料用缶（委託収集）   ３．０ｔ／日 

粗大ごみ（委託収集）    １．６ｔ／日 

粗大ごみ（直接持込）    ７．７ｔ／日 

    合  計      １８．０ｔ／日 

残  渣  量 
不燃残渣（最終処分埋立量）  １３０ｔ／年 

がれき残渣           １ｔ／年 

処 理 過 程 で 発 生 す る  

可    燃    物         
６．５ｔ／日（ごみ焼却施設で焼却） 

運   転   日   数 ２日／週（１００日／年）  一軸破砕機 ２日／月（２４日／年） 

 

 (３)し尿処理施設 

施  設  名  及  び  

所  在  地 

蓮田白岡衛生組合（蓮田白岡環境センター）し尿及び汚泥処理施設  

埼玉県白岡市篠津１２７９－５                

方 式 及 び 

処 理 能 力 
膜分離高負荷脱窒素処理方式及び活性炭吸着方式 ４６ＫＬ／日 

処  理  量 

 し尿      １，３１１ＫＬ／年 

 浄化槽汚泥  １４，１７８ＫＬ／年 

 合計     １５，４８９ＫＬ／年 

残  渣  量 
 脱水汚泥       ９９０ｔ／年 

 貯留槽沈殿物       ７ｔ／年 

運   転   日   数  全日数 

 

 

 



 

１３ 民間処理施設 

 (１)ガラス類及びペットボトルの委託処理によるもの 

施  設  名  及  び  

所  在  地 

（株）ウィズウェイストジャパン 清久リサイクルセンター 

埼玉県久喜市清久町６－４ 

取 扱 う 廃 棄 物 の 種 類 ガラス類及びペットボトル 

委 託 処 理 量 ガラス類    １７８ｔ／年   ペットボトル   １５０ｔ／年 

資  源  化  量 
ガラス類   １６８ｔ／年 

 ペットボトル １４９ｔ／年 

残   渣   量 
残渣（不燃物） １０ｔ／年（新草津ウェイストパークで埋立） 

残渣（可燃物）  １ｔ／年（ごみ焼却施設で焼却処分） 

処 分 又 は 再 生 方 法 
ガラス類は色毎に選別後資源化 

ペットボトルは圧縮梱包後資源化 

 

施  設  名  及  び  

所  在  地 

（株）トモノ 白岡工場 

埼玉県白岡市篠津８５４－１ 

取 扱 う 廃 棄 物 の 種 類 ガラス類及びペットボトル 

委 託 処 理 量 ガラス類   ７６９ｔ／年  ペットボトル  １３６ｔ／年 

資  源  化  量 
ガラス類    ７５９ｔ／年 

ペットボトル １３６ｔ／年 

残   渣   量 残渣（可燃物） １０ｔ／年（蓮田白岡環境センターで焼却処分） 

処 分 又 は 再 生 方 法 
ガラス類は選別後資源化 

ペットボトルは圧縮梱包後資源化 

 

 (２)廃乾電池等広域委託処理によるもの（埼玉県清掃行政研究協議会 廃乾電池広域委託処理実施要領

に基づく処理） 

施  設  名  及  び  

所  在  地 

野村興産（株）イトムカ鉱業所  

北海道北見市留辺蘂町富士見２１７－１ 

取り扱う廃棄物の種類 廃乾電池及び廃蛍光管 

委 託 処 理 量 
廃乾電池 ２８ｔ／年 

廃蛍光管  １ｔ／年 

資  源  化  量  ２９ｔ／年 

処 分 又 は 再 生 方 法  選別・破砕・加熱・無害化等の中間処理後資源化 

 

 (３)廃蛍光管の委託処理によるもの 

施  設  名  及  び  

所  在  地 

（株）ウム・ヴェルト・ジャパン 寄居工場 

埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山３３０－１ 

取り扱う廃棄物の種類 廃蛍光管 

委 託 処 理 量 ９ｔ／年 

資 源 化 量 ９ｔ／年 

処 分 又 は 再 生 方 法 水銀回収の中間処理後資源化 

 

 

 

 



 

 

 (４)スプレー缶及びガスライターの委託処理によるもの 

 

  

(５)し尿汚泥（沈砂）の委託処理によるもの 

 

(６)食品リサイクル法に基づく再生利用事業者及び収集運搬許可業者 

 

 

 

施  設  名  及  び  

所  在  地 

岡安商事（株） 浮谷工場 

埼玉県さいたま市岩槻区浮谷１０２０－１ 

取り扱う廃棄物の種類 スプレー缶 

委 託 処 理 量 １５ｔ／年 

資 源 化 量 １５ｔ／年 

処 分 又 は 再 生 方 法 可燃性ガスを適正に無害化処理後資源化 

施  設  名  及  び  

所  在  地 

長沼商事（株） 

埼玉県所沢市林１－３０６－７ 

取り扱う廃棄物の種類 スプレー缶及びガスライター 

委 託 処 理 量 スプレー缶 １６ｔ／年  ガスライター  ４ｔ／年 

資 源 化 量 ２０ｔ／年 

処 分 又 は 再 生 方 法 可燃性ガスを適正に無害化処理後資源化 

施  設  名  及  び  

所  在  地 

新和企業（有）第二処理場 

茨城県北茨城市磯原町大塚松ノ木田１３９９ 

取り扱う廃棄物の種類 し尿汚泥（沈砂） 

委 託 処 理 量 ７０ｔ／年 

残 渣 量 ７ｔ／年 

処 分 又 は 再 生 方 法 脱水処理後埋立処分 

搬入する再生利用事業所

及 び 所 在 地 

（株）アイル・クリーンテック 寄居工場 

埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山３２８ 

廃 棄 物 の 品 目 一般廃棄物（食品残渣） 

計 画 搬 入 量 １２０ｔ／年 

収 集 運 搬 業 者 名 

及 び 許 可 番 号  
クリーンシステム（株）    １１８０８－１０－０２２号 

搬入する再生利用事業所

及 び 所 在 地 

バイオエナジー（株） 

東京都大田区城南島３－４－４ 

廃 棄 物 の 品 目 一般廃棄物（食品残渣） 

計 画 搬 入 量 ２．８８ｔ／年 

収 集 運 搬 業 者 名 

及 び 許 可 番 号  
（株）高橋産商        １１８０８－１０－０１８号 



 

 

 (７)処理困難物の資源化等 

施  設  名  及  び  

所  在  地 

（株）国分商会  

埼玉県熊谷市大字万吉２６４３－１ 

取 り 扱 う 廃 棄 物 の 種 類 廃タイヤ（蓮田市・白岡市 不法投棄分含む） 

委 託 処 理 量 ６ｔ／年 

処 分 又 は 再 生 方 法 
リユース並びに選別・切断・破砕等の中間処理後、再生ゴム及びセメント

工場等のボイラー用燃料として資源化 

 

(８)剪定枝の資源化 

施  設  名  及  び  

所  在  地 

（有）太盛（太盛リサイクルセンター）  

埼玉県さいたま市浦和区大原５－１２－１ 

取 り扱 う 廃 棄 物 の種 類 一般廃棄物（剪定枝、刈草、家具解体物等） 

委 託 処 理 量 ８０ｔ/年 

処 分 又 は 再 生 方 法 選別・切断・破砕等の中間処理後発電用燃料として資源化 

 

施  設  名  及  び  

所  在  地 

シナネンエコワーク(株)（白岡リサイクルセンター） 

埼玉県白岡市下大崎８８８ 

取 り扱 う 廃 棄 物 の種 類 一般廃棄物（木くず） 

委 託 処 理 量 １２０ｔ/年 

処 分 又 は 再 生 方 法 
切断・破砕等の中間処理後、燃料チップ・セメント原燃料・ボード原料と

して資源化 

 

 (９)がれき類の資源化 

施 設 名 及 び 

所 在 地 

（株）トモノ 白岡工場 

埼玉県白岡市篠津８５４－１ 

管 理 主 体  （株）トモノ 白岡工場 

処 分 又 は 再 生 方 法 選別後資源化（再生骨材）及びがれき類の残渣物については埋立て 

委 託 品 目 及 び 処 理 量  がれき類 ２３ｔ／年 

残 渣 量  １ｔ／年 

 

施 設 名 及 び 

所 在 地 

（株）関高 

群馬県邑楽郡千代田町大字舞木２８４８ 

管 理 主 体  （株）関高 

処 分 又 は 再 生 方 法 破砕後資源化（再生骨材） 

委 託 品 目 及 び 処 理 量  コンクリートくず ３１ｔ／年 

 

搬入する再生利用事業所

及 び 所 在 地 

ニューエナジーふじみ野（株） 

埼玉県ふじみ野市駒林字北谷１０３３－１ 

廃 棄 物 の 品 目 一般廃棄物（食品残渣） 

計 画 搬 入 量 １０８ｔ／年 

収 集 運 搬 業 者 名 

及 び 許 可 番 号  
（株）高橋産商        １１８０８－１０－０１８号 



 

 (１０)ガラスくず、陶磁器くずの資源化（他市からの委託により処理を行う施設） 

施 設 名 及 び 

所 在 地 

（株）トモノ 白岡工場 

埼玉県白岡市篠津８５４－１ 

管 理 主 体  （株）トモノ 白岡工場 

処 分 又 は 再 生 方 法 選別後資源化（路盤材等） 

委 託 品 目 及 び 処 理 量  ガラスくず、陶磁器くず ３０ｔ／年 

委 託 を し て い る 

自 治 体 名 
群馬県邑楽郡千代田町 

 

 (１１)小型電子機器の資源化 

施 設 名 及 び 

所 在 地 

(株)リーテム 東京工場 

東京都大田区城南島３丁目２番９号 

(株)リーテム 水戸工場 

茨城県東茨城郡茨城町長岡３５２０ 

取 り扱 う 廃 棄 物 の種 類  使用済み小型電子機器、フロン含有使用済み小型電子機器 

委 託 処 理 量 
 使用済み小型電子機器       １５０ｔ／年 

 フロン含有使用済み小型電子機器  １．５ｔ／年 

処 分 又 は 再 生 方 法  選別・破砕等の中間処理後有用金属として資源化 

 

１４ 最終処分計画 

(１)焼却灰等の資源化 

施 設 名 及 び 

所 在 地 

太平洋セメント（株）熊谷工場  

埼玉県熊谷市大字三ヶ尻５３１０ 

管 理 主 体 太平洋セメント（株） 

処 理 方 式 
焼却灰セメント資源化、ばいじん灰水洗処理及び焼成処理後セメントへの

資源化 

委 託 品 目 及 び 処 理 量 
焼却灰   ６００ｔ／年 

ばいじん  ２７０ｔ／年 

 

施 設 名 及 び 

所 在 地 

ツネイシカムテックス（株）埼玉工場 

埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山２５０－１ 

管 理 主 体 ツネイシカムテックス（株） 

処 理 方 式 焼成処理による土木資材（人工砂）への資源化 

委 託 品 目 及 び 処 理 量 焼却灰  １，６００ｔ／年 

 

 

 

 

(２)焼却灰及び不燃残渣の埋立処分 

施 設 名 及 び 

所 在 地 

埼玉県環境整備センター  

埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山３６８ 

管 理 主 体 埼玉県 

埋 立 開 始 年 月 日 平成元年２月 

埋  立  対  象  物 不燃物残渣 



 

埋 立 面 積 ２８２，５００㎡ 

残 余 容 量 ９６３，６６８㎥（令和３年１２月末現在） 

委 託 埋 立 量 １３０ｔ／年 

 

 

 

施  設  名  及  び 

所  在  地 

三戸ウェイストパーク  

青森県三戸郡三戸町大字斗内字立花４９番１番外 

管 理 主 体 （株）ウィズウェイストジャパン  

埋 立 開 始 年 月 日 第１期埋立地…平成１６年 5 月 第２期埋立地…平成３０年９月 

埋  立  対  象  物 焼却灰・ばいじん 

埋 立 面 積 ８３，２００㎡ 

残 余 容 量 ８２９，９９３㎥（令和４年１月末現在） 

委 託 埋 立 量 
焼却灰  ２００ｔ／年 

ばいじん ４３０ｔ／年 

施  設  名  及  び 

所  在  地 

新草津ウェイストパーク 

群馬県吾妻郡草津大字前口字井堀１４０ 

管 理 主 体 （株）ウィズウェイストジャパン 

埋 立 開 始 年 月 日 平成２２年１月 

埋 立 対 象 物 不燃物残渣 

埋 立 面 積 ４１，８６６㎡ 

残 余 容 量 ４４，０１３㎡（令和３年１２月末現在） 

委 託 埋 立 量 
不燃物残渣１０ｔ／年（民間処理施設でのガラス類処理から発生する

残渣） 



 

(３)し尿処理沈砂物及び不燃物（がれき類）の埋立処分 

 

１５ し尿処理脱水汚泥の堆肥化及び肥料化 

(１)脱水汚泥の堆肥化 

施 設 名 及 び 

所 在 地 

よりいコンポスト（株）寄居工場 

埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山字大谷３５２ 

管 理 主 体 よりいコンポスト（株） 

処 理 方 式 発酵による熱処理後堆肥化 

委 託 処 理 量 ６０ｔ／年 

 

  (２)脱水汚泥の肥料化 

施 設 名 及 び 

所 在 地 

（株）エコ計画 寄居エコスペース 

埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山字上田２６２ 

管 理 主 体 （株）エコ計画 

処 理 方 式 隣接焼却施設の余熱による乾燥後肥料化 

委 託 処 理 量 ８８０ｔ／年  

 

施 設 名 及 び 

所 在 地 

（株）エコ計画 嵐山エコスペース  

埼玉県比企郡嵐山町花見台１２ 

管 理 主 体 （株）エコ計画 

処 理 方 式 隣接焼却施設の余熱による乾燥後肥料化 

委 託 処 理 量 ５０ｔ／年  

 

１６ 廃食用油の再資源化 

(１)廃食用油のＢＤＦ化 

施 設 名 及 び 

所 在 地 

（株）大章興産 バイオディーゼル燃料製造プラント 

埼玉県鴻巣市広田４６７－１ 

管 理 主 体 （株）大章興産 

処 理 方 式 薬剤処理によるバイオディーゼル燃料化 

委 託 処 理 量 １２ＫＬ／年 

 

 

 

 

施  設  名  及  び 

所  在  地 

新和企業（有）第二処理場  

茨城県北茨城市磯原町大塚松ノ木田１３９９―１７ 

管 理 主 体 新和企業（有） 

埋  立  対  象  物 沈砂汚泥・不燃物（がれき類残渣） 

埋 立 面 積 １９０，２００㎡ 

残 余 容 量 ３９３，３７０㎥（令和３年３月末現在） 

委 託 埋 立 量 
沈砂汚泥   ７ｔ／年 

がれき類残渣 ３ｔ／年 



 

 

 

資料３ 

現地調査の様子 

 

 〇ガラス類及びペットボトルストックヤード 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガラス類 

ペットボトル保管状況 



 

 

 

 〇（株）ウイズウェイストジャパン清久工場（現地確認） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選別ライン 

残渣選別機 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白色ガラス（選別後） 

茶色ガラス（選別後） 

その他色ガラス（選別後） 



 

 

 

 〇（株）トモノ白岡工場（現地確認） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペットボトルベール（完成品） 

ペットボトル搬入状況 

ペットボトル選別ライン 


